
 



（参加生徒の皆さんへ） 

 

 

夏休み青少年等ボランティア福祉体験学習事業 

台風等異常気象時における活動について 
 

 

 福祉施設でのボランティア体験日もしくは事前学習の日に暴風警報が発令された場合、以

下のとおりにしますので確認をお願いします。 

                   

 

 

１ 事前学習  

  7/２２（水）午前１１時の時点で暴風警報が解除されない場合は中止。 

7/２３（木）午前の部は午前６時の時点で、午後の部は午前１１時の時点で暴風警報 

が解除されない場合は中止。 

 ※参加予定だった日が中止になった場合は、日進市社会福祉協議会担当者より連絡を 

入れますので、そこで別の日に振り替えるなどの対応をします。 

 

 

２ ボランティア体験日  

（ア）活動前（施設へ行く前） 

  午前６時の時点で暴風警報が解除されない場合は、その日の活動を中止とします。 

・どちらか分からない場合については、日進市社会福祉協議会（0561-73-4885）へ 

お問い合わせください。（※直接施設へのお問い合わせは控えてください） 

・中止になった場合、担当者より連絡を入れますので、そこで別の日に振り替えるなどの

対応をします。 

 

（イ） 活動中（施設にいる時） 

  施設職員の指示に従って行動します。 

・基本的には警報が出た時点で活動を中止し帰宅になりますが、施設の職員が帰宅する 

ことが危険と判断した場合、施設でそのまま待機となる可能性もあります。 

 

 

＜問合せ＞                            

                   社会福祉法人日進市社会福祉協議会 

                   地域福祉課地域福祉係 松本・中村 

                   TEL(0561)73-4885 FAX(0561)73-4954 


